
※記事の問合せは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            11月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。

   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所
を開設しますので、おでかけくださ
い。相談は無料で秘密厳守のうえ受
け付けています。�
日　時　１１月１６日（木）
　　　　午後１時～３時まで
場　所　役場１階　中会議室
問合せ　社会福祉協議会　 82-1238
　　　　役場総務課　　　 82-1226

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

　３日　平成の森　川島病院（内科）　　　川島町　　　 049-297-2811

　５日　上野診療所（内科・循環器科）　　川島町　　　 049-297-6633

１２日　松山クリニック（内科）　　　　　東松山市　　　　   22-6955

１９日　シャローム病院（内科・外科）　　東松山市　　　　   25-2979

２３日　瀬川病院（内科・外科）　　　　　小川町　　　　　   72-0328

２６日　木下医院（内科・外科・小児科）　小川町　　　　　　72-0375

　　　　　人 権 週 間 記 念 行 事
　１２月４日～１０日は人権週間です。さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護

委員連合会は、下記のとおり記念事業を開催します。

期　日　１２月１０日（日）

場　所　さいたま市産業文化センター

内　容　第１部　午後１時～２時４０分

　　　　　　　　平成２９年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会表彰式

　　　　第２部　午後３時～４時３０分

　　　　　　　　講演会

　　　　　　　　講師：藪本　雅子　氏（元日本テレビアナウンサー）

　　　　　　　　演題：「共に生きる社会～障がい者によりそう、平等社会へ

　　　　　　　　　　　の一歩～」

入場料　無料（定員３００名）

問合せ　さいたま地方法務局人権擁護課　 ０４８－８５９－３５０７

　　　 しめ縄づくり教室を開催します！！

正月飾りのしめ縄づくりに参加しませんか？
わらを用意していただき、正月行事について学習します。
日　　時　１２月２３日（土・祝）午前９時～正午
場　　所　ふるさと館（旧大内沢分校）
講　　師　倉林　均　氏
募集対象　村内在住または在勤の方
参 加 費　無料
持 ち 物　せん定バサミ、カッターナイフ
申 込 み　１２月１５日（金）までに教育委員会にお申し込みください。
そ の 他　わらは教育委員会で用意します。作業のできる服装でお越しくだ
　　　　　さい。

　　　　　　　申込み・問合せ　教育委員会　 　８２－１２３０

彩の国教育の日

検 索

１１月１日は「彩の国教育の日」
　県では、教育に関する理解を深めていただ
くため、１１月１日を「彩の国教育の日」、
１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」
としています。
　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施
設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験
教室などの事業を多数実施しています。ぜひ
ご参加ください。

詳しくは県ホームページをご覧ください。
問合せ：教育委員会事務局　 ８２－１２３０
　   　：埼玉県教育局家庭地域連携課    ０４８－８３０－６９７６

 普通救命講習会３開催
　大切な人の命を守るために、心肺蘇

生、ＡＥＤの使用方法、応急手当を習

得してみませんか。家族、友人、お知

り合いの方とぜひ、参加してください。

日　時　１１月１８日（土）

　　　　午前８時50分～12時30分

場　所　嵐山分署

対　象　一般市民（中学生以上）向け

定　員　３０人

内　容　主に乳児・小児に対する心肺

　　　　蘇生法、ＡＥＤ使用方法、各

　　　　種応急手当

費　用　無料

申込み　最寄りの消防署、分署

問合せ　嵐山分署　 ６２－３８９０

　　　　詳しくは比企広域消防本部

　　　　ホームページへ

http://www.hiki-saitama.jp/119/

　　　　　　　　　　　ＱＲコード

全国一斉「女性の人権ホットライン」
　  強化週間について

　さいたま地方法務局と埼玉県人権擁
護委員連合会は、夫・パートナーから
の暴力やストーカー行為など、女性を
めぐる様々な人権問題について、多く
の方に利用していただけるように、全
国一斉「女性の人権ホットライン」強
化週間を設定し、専用相談電話による
相談を受け付けます。
日　時　１１月１３日（月）
　　　　～１９日（日）
　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　※ただし、１１月１８日（土）
　　　　　および１９日（日）は
　　　　　午前１０時～午後５時
電話番号　　 ０５７０－０７０－８１０
相談担当者　法務局職員と人権擁護委
　　　　員が対応します。（秘密は厳
　　　　守します）
問合せ　さいたま地方法務局人権擁護課
　　　　　 ０４８－８５９－３５０７


